
２月17日（月）から生涯学習まちづくりセンターで

税の申告が始まります
　所得税（国税）や市県民税（地方税）は、個人が前年中に得た所得に対して課税
されます。所得税の確定申告は西脇税務署で、市県民税の申告は生涯学習まち
づくりセンターで、２月17日（月）から３月17日（月）までの期間に受け付けま
す。申告に必要な書類をあらかじめご準備のうえ、早めにお済ませください。
◆問合せ　税務課　課税担当　（市役所内線242・243・379）

西脇市役所 ●西脇警察署
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●生涯学習
　まちづくりセンター

申告会場申告会場申告会場

生涯学習まちづくりセンター位置図

■年金受給者の申告フロー
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下である

医療費控除、生命保険料控除、
扶養控除の追加などの各種控除
の適用を受ける

公的年金以外に申告する所得がない

確定申告および市県民税の申
告は不要です（所得税の還付
が発生する場合は確定申告を
する必要があります）

公的年金等以外の申告する
所得は20万円以下である

市県民税の申告が必要です。
（所得税の還付を受ける場合は、
　確定申告が必要です。）

所得税の確定申告が必要です。
（所得税額が発生しない場合は、確定申告
　に代わり、市県民税の申告が必要です。）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

QA

QA

QA QA

QA

QA

17日(月)～18日(火)

19日(水)～21日(金)

24日(月)～25日(火)

26日(水)～28日(金)

2日(日)

3日(月)～5日(水)

6日(木)～7日(金)､10日(月)

11日(火)

12日(水)～13日(木)

14日(金)、17日(月)

2月

3月

月　　　日 相談対象地区

西脇地区

黒田庄地区

比延地区

日野地区

平日に来られない方

津万地区

重春地区

野村地区

芳田地区

前日までに来られなかった方

※申告会場は例年大変混み合い、待ち時間が長くなります
　（特に申告期間前半および開始時間帯）。ご了承ください。

■市県民税の相談日程
　　　　　　　　　（受付時間／午前9時～午後4時）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設
介護療養型医療施設
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
訪問介護（生活援助を除く）
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護

施設サービス

医療系居宅サービス

福祉系居宅サービス

※上記以外の場合でも介護福祉士等による喀痰吸引等の対価（居宅サービスの対価として
　支払った額の10分の1に相当する金額）は、医療費控除の対象となります。
※高額介護サービス費の支給がある場合は、支払った金額から支給された金額を差し引い
　て申告することになります。

対象サービスサービスの種類 対　　象　　額
介護サービス費の自己負担額と
食費、居住にかかる自己負担額
の合計の2分の1
介護サービス費の自己負担額と
食費、居住にかかる自己負担額

介護サービス費の自己負担額と
食費、滞在にかかる自己負担額

介護サービス費の自己負担額
※ただし、上記の医療系居宅サ
　ービスと併せて利用する月の
　みが対象となります。
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市
県
民
税
申
告
書
を
送
付

　　

昨
年
、
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
さ
れ
た
方
に
は
事
前
に
送
付
し

ま
す
。
3
月
17
日（
月
）ま
で
に
相

談
会
場
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
が
必
要
な
方
は
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
市

県
民
税
申
告
書
、
申
告
の
手
引
、

農
業
用
収
支
計
算
の
手
引
お
よ
び

医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
様
式
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
場

合
は
、
市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
相
談
会
場　

生
涯
学
習
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
１
階

◆
そ
の
他

　

収
入
が
な
く
て
も
、
国
民
健
康

保
険
税
、
所
得
証
明
書
な
ど
の
基

礎
資
料
と
し
て
申
告
が
必
要
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
休
日
申
告
相
談（
市
県
民
税
）

　
◆
実
施
日　

3
月
2
日（
日
）

※
西
脇
税
務
署
は
土
日
・
祝
日
は

　

閉
庁
し
て
い
ま
す
。

　
　自
書
申
告
の
お
願
い

　　

医
療
費
の
計
算
や
農
業
等
の
収

支
内
訳
書
は
事
前
に
作
成
し
お
越

し
く
だ
さ
い
。
作
成
さ
れ
て
い
な

い
と
受
付
順
が
替
わ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
所
得
税
の
申
告
は
税
務
署
で

　　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
西
脇
税

務
署
で
受
け
付
け
ま
す
。
確
定
申

告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
作
成
し
、
印
刷
し
て
持
参
ま
た

は
郵
送
す
る
か
、
ｅ‐Ｔ
ａ
ｘ
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

ｅ‐Ｔ
ａ
ｘ
利
用
の
メ
リ
ッ
ト

○
添
付
書
類
提
出
を
省
略
で
き
る

○
還
付
金
の
受
け
取
り
が
早
い

　
公
的
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　　

所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
左
の
フ

ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　

確
定
申
告
が
不
要
で
も
住
民
税

の
申
告
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

　　

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

が
次
の
日
程
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

◆
対
象　

個
人
事
業
者

◆
問
合
せ　

西
脇
税
務
署

　
（
☎
22‐3
3
5
9
）

○
黒
田
庄
地
区　

◆
と
き　

2
月
18
日（
火
）　

午
前

9
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時

〜
4
時

◆
と
こ
ろ　

西
脇
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
黒
田
庄
地
区
会
館

○
黒
田
庄
地
区
以
外

◆
と
き　

2
月
25
日（
火
）、
2
月

26
日（
水
）　

午
前
9
時
30
分
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
4
時

◆
と
こ
ろ　

生
涯
学
習
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
3
階

 　
　

お
む
つ
代
は
医
療
費
控
除
の

　
　

対
象
と
な
り
ま
す
か
？

 　
　

寝
た
き
り
状
態
で
、
お
む
つ

　
　

の
使
用
が
必
要
な
方
は
、「
お

む
つ
代
の
領
収
書
」
と
医
師
が
発

行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

が
あ
れ
ば
、
医
療
費
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
市
が
無

料
で
発
行
す
る
確
認
書
を
添
付
す

る
こ
と
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
確
認
書
の
発

行
に
は
長
寿
福
祉
課
へ
の
申
請
が

必
要
で
す
。

 　
　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
は

　
　

医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
か
？

 　

 

要
介
護
認
定
を
受
け
た
方
が

　
　

１
年
間
に
利
用
し
た
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
費
用
で
、
左
表
の
も

の
は
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
確
定
申
告
時
に
領

収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 　
　

市
県
民
税
の
改
正
点
を
教
え

　
　

て
く
だ
さ
い
。

  

　

今
年
の
主
な
改
正
点
は
次
の

　
　

と
お
り
で
す
。

①
均
等
割
額
の
引
き
上
げ

　

東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま

え
た
防
災
・
減
災
事
業
を
推
進
す

る
た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
35
年

度
ま
で
の
10
年
間
、
市
県
民
税
の

均
等
割
に
5
0
0
円
ず
つ
加
算
さ

れ
ま
す
。

（
市
民
税
の
均
等
割
）

　

3
，0
0
0
円
↓
3
，5
0
0
円

（
県
民
税
の
均
等
割
）

　

1
，8
0
0
円
↓
2
，3
0
0
円

※
県
民
税
均
等
割
の
う
ち
8
0
0 

 

円
は
県
民
緑
税
で
す
。

②
給
与
所
得
控
除
額

　

給
与
等
の
収
入
金
額
が
1
，5
0

0
万
円
を
超
え
る
場
合
の
給
与
所

得
控
除
額
が
定
額
の
2
4
5
万
円

と
な
り
ま
す
。（
市
県
民
税
は
平

成
26
年
度
〜
。
所
得
税
は
平
成
25

年
分
〜
）

③
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除

　

平
成
26
年
度
以
降
は
年
金
保
険

者
に
「
扶
養
控
除
申
告
書
」
で

「
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
」
を
申
告

し
た
場
合
は
、
寡
婦
（
寡
夫
）
控

除
の
申
告
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

お
手
元
に
届
く
源
泉
徴
収
票
の
控

除
欄
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

④
寄
附
金
税
額
控
除

　
「
ふ
る
さ
と
納
税
」を
し
た
場

合
、
寄
附
金
額
の
う
ち
2
，0
0
0

円
を
超
え
る
額
は
、
所
得
税
の
寄

附
金
控
除
と
市
県
民
税
の
寄
附
金

税
額
控
除
に
よ
り
控
除
で
き
ま
す

（
限
度
額
あ
り
）。
平
成
25
年
分
の

所
得
か
ら
復
興
特
別
所
得
税

（
２
・
１
％
）
が
課
税
さ
れ
て
お

り
、
住
民
税
は
平
成
26
年
度
以
降

の
寄
附
金
税
額
控
除
額
か
ら
、
復

興
特
別
所
得
税
相
当
額
を
減
額
し

ま
す
。

 　
　

配
偶
者
控
除
の
要
件
を
教
え

　
　

て
く
だ
さ
い
。

 　
　

生
計
が
同
じ
配
偶
者
の
年
間

　
　

合
計
所
得
が
38
万
円
以
下
で

あ
れ
ば
適
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、

配
偶
者
が
70
歳
以
上
の
場
合
は
一

定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

配
偶
者
の
所
得
が
38
万
円
超
76
万

円
以
下
の
場
合
は
配
偶
者
特
別
控

除
が
適
用
で
き
ま
す
。

 　
　

収
入
は
年
金
だ
け
で
す
。
申

　
　

告
の
必
要
は
あ
り
ま
す
か
？

 　
　

年
金
収
入
が
4
0
0
万
円
以

　
　

下
の
場
合
は
確
定
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得
税
が

源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

申
告
す
る
こ
と
で
還
付
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

遺
族
年
金
や
障
害
者
年
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
は
、
市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

 　
　

母
が
要
介
護
認
定
を
受
け
て

　
　

い
ま
す
が
障
害
者
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
か
？
。

  

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

　
　

方
で
「
障
害
者
」、「
特
別
障

害
者
」
に
準
ず
る
方
は
、
障
害
者

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
長
寿

福
祉
課
へ
申
請
さ
れ
る
と
要
介
護

認
定
の
審
査
判
定
資
料
を
確
認
し
、

基
準
に
よ
り
「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」
を
交
付
し
ま
す
。
確

定
申
告
の
際
に
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
す
で
に
身
体
障
害
者

手
帳
な
ど
で
控
除
を
受
け
て
い
る

方
、
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
非
課

税
で
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方

は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
く
あ
る
質
問
に
お
答
え
し
ま
す

　

確
定
申
告
期
間
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
税
に
関
す
る

質
問
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
主
な
も
の
を
紹

介
し
ま
す
。


